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二
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日
本
の
現
状
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世
論
調
査

（
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死
刑
執
行
の
現
状

（
三
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判
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の
動
向

三
、
裁
判
員
制
度
と
死
刑

四
、
死
刑
廃
止
に
向
け
て
の
提
案
―
日
本
弁
護
士
連
合
会
と
死
刑
廃
止
議
員
連
盟

五
、
世
界
の
動
向

六
、
お
わ
り
に

一
、
は
じ
め
に

日
本
で
は
最
近
、
死
刑
存
廃
の
論
議
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
最
近
の
法
務
大
臣
が
死
刑
の
執
行
に
積
極
的
な

姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
法
務
大
臣
は
一
、
二
年
で
交
代
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
〇
年
間
に
就
任
し
た
一
二
人
の
法
務
大
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臣
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
大
臣
が
任
期
中
に
死
刑
を
執
行
し
た
の
は
五
人
以
下
で
あ
り
、
二
人
の
大
臣
は
一
件
も
命
令
を
出

し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
最
近
の
法
務
大
臣
二
人
は
、
一
〇
名
と
一
三
名
の
執
行
を
命
じ
て
い
る
（
１
）。
第
二
は
、
社
会
の
注
目
を
集
め

た
残
忍
な
殺
人
事
件
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
死
刑
の
是
非
が
問
題
に
な
っ
た
。
中
で
も
、
最
高
裁
が
下
級
審
の
無
期
懲
役
判
決
の
見
直
し

を
命
じ
て
差
し
戻
し
、
そ
の
差
し
戻
し
審
の
死
刑
判
決
が
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。
第
三
は
、
裁
判
員
制
度
の
開
始
が
二
〇
〇
九
年
五
月
二
一

日
に
決
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
国
民
が
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
刑
の
言
い
渡
し
が
増
加
す
る
か
ど
う
か
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
昨
年
に
「
精
神
障
害
と
死
刑
（
２
）」
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
基
本
的
に
死
刑
の
存
置
に
反
対
し
つ
つ
、
日
本
お
い
て
近
い

将
来
に
死
刑
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
少
年
や
精
神
障
害
者
な
ど
の
責
任
能
力
に
欠
け
る
者
に
対
す
る
死
刑

の
回
避
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
後
の
死
刑
存
廃
論
の
動
向
を
紹
介
し
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
。

註（
１
）
讀
賣
新
聞
二
〇
〇
八
年
四
月
一
〇
日
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
八
年
九
月
一
一
日
。

（
２
）
拙
稿
「
精
神
障
害
と
死
刑
」
産
大
法
学
四
〇
巻
三
＝
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
頁
以
下
。

二
、
日
本
の
現
状

（
一
）
世
論
調
査

日
本
政
府
は
、
世
論
調
査
の
結
果
を
根
拠
と
し
て
、
死
刑
存
置
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
民
世
論
の
多
数
が
極
め
て
悪

質
・
凶
悪
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
死
刑
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
お
り
、
多
数
の
者
に
対
す
る
殺
人
、
誘
拐
殺
人
等
の
凶
悪
犯
罪
が
い
ま
だ
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跡
を
絶
た
な
い
状
況
等
か
ら
、
そ
の
罪
責
が
著
し
く
重
大
な
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
ず
、

死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
３
）。
同
様
の
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
二
〇
〇
七
年
の
国
連
総
会
に
お
い
て
も
表

明
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
で
は
、
国
民
の
大
半
が
最
も
悪
質
な
犯
罪
に
は
死
刑
を
宣
告
す
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る
。
死
刑
制
度
の
廃
止
に

向
か
う
こ
と
は
難
し
い
。
死
刑
廃
止
に
国
際
的
な
合
意
は
な
い
」
と
い
う
の
が
死
刑
執
行
停
止
決
議
に
対
す
る
政
府
の
反
対
の
理
由
で
あ
っ

た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
４
）。

実
際
に
、
政
府
が
行
っ
た
世
論
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
一
九
五
六
年
の
死
刑
存
置
支
持
は
六
五
％
、
廃
止
賛
成
が
一
八
％
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
後
の
七
回
の
世
論
調
査
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
半
数
以
上
の
者
が
死
刑
廃
止
に
反
対
し
て
い
る
。
最
新
の
世
論
調
査
は
二
〇
〇
四

年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
死
刑
廃
止
に
反
対
が
八
一
・
四
％
、
死
刑
廃
止
に
賛
成
が
六
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
死
刑
廃
止
の
運
動
を
展
開
し
て
い
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
日
本
の
死
刑
廃
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京

が
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
実
施
し
た
「
死
刑
に
つ
い
て
の
街
頭
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
結
果
を
見
る
と
、
四
八
五
人
の
回
答
が
あ
り
、「
死
刑
を

ど
う
思
う
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
①
あ
っ
た
方
が
良
い
―
一
八
二
人
（
三
七
・
五
％
）、
②
な
い
方
が
良
い
―
一
〇
九
人
（
二
二
・

五
％
）、
③
終
身
刑
が
あ
れ
ば
な
く
て
も
良
い
―
一
九
四
人
（
四
〇
・
〇
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
５
）。

筆
者
の
所
属
す
る
京
都
産
業
大
学
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
八
年
五
月
二
日
に
授
業
内
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
対
象
は
、
法
学
部
の

一
年
生
を
中
心
と
す
る
「
刑
法
総
論
」
の
ク
ラ
ス
で
回
答
数
は
二
九
九
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
ク
ラ
ス
で
は
刑
法
総
論
を
教
え
て
お
り
、

刑
罰
論
に
つ
い
て
は
少
し
し
か
触
れ
て
い
な
い
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
前
に
死
刑
存
廃
論
の
論
拠
を
簡
潔
に
提
示
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
存

置
賛
成
が
二
三
〇
名
（
七
七
％
）、
廃
止
賛
成
が
六
九
名
（
二
三
％
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
拠
を
見
る
と
、
複
数
回
答
を
算
入
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
死
刑
の
抑
止
効
果
を
認
め
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
全
体
の
六
二
％
（
一
四
三
名
）
を
占
め
た
。
以
下
は
、
被
害
者
の
感
情
二

五
％
（
五
八
名
）、
応
報
（
同
害
報
復
＝
タ
リ
オ
）
二
〇
％
（
四
六
名
）
と
な
っ
て
い
る
。
死
刑
反
対
の
論
拠
と
し
て
は
、「
国
家
が
犯
罪
者
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の
生
命
を
奪
う
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
」
が
三
三
％
（
二
六
名
）
を
占
め
、
そ
れ
に
続
い
て
、「
一
生
か
か
っ
て
償
い
を
す
べ
き
」
と
「
誤

判
の
お
そ
れ
」
が
同
数
の
二
六
％
（
一
八
名
）、「
死
刑
の
抑
止
効
果
は
大
き
く
な
い
」
一
五
％
（
一
〇
名
）
が
続
い
て
い
る
。
な
お
、
同
時

に
法
科
大
学
院
の
刑
事
学
の
ク
ラ
ス
で
も
意
見
を
聴
取
し
た
。
こ
ち
ら
で
は
、
あ
る
程
度
の
解
説
を
行
っ
た
段
階
で
あ
っ
た
が
、
回
答
数
二

四
の
う
ち
、
存
置
賛
成
一
七
名
（
七
〇
％
）、
廃
止
賛
成
七
名
（
三
〇
％
）
と
い
う
結
果
を
得
た
。
た
だ
し
、
存
置
の
根
拠
と
し
て
は
、
被

害
者
の
感
情
や
応
報
を
挙
げ
る
も
の
が
多
く
、
抑
止
効
果
を
挙
げ
た
も
の
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
死
刑
の
抑
止
効
果
が
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
調
査
結
果
や
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
死
刑
を
廃
止
し
た
州
に
お
い
て
犯
罪
が
増
加
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
情
を
知
っ

て
い
る
こ
と
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
筆
者
が
基
本
的
に
死
刑
廃
止
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
の
影
響
も
無
視
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
日
本
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
も
、
実
施
団
体
が
死
刑
廃
止
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
や
、

質
問
の
中
に
「
終
身
刑
が
あ
れ
ば
な
く
て
も
良
い
」
と
い
う
項
目
の
あ
る
こ
と
が
結
果
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
慎
重
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
世
論
と
し
て
は
、
死
刑
を
廃
止
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
意
見
は
、
過
半
数
を
超
え
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
死
刑
執
行
の
現
状

日
本
の
刑
法
典
で
死
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
内
乱
罪
（
首
謀
者
）（
七
七
条
一
項
）、
②
外
患
誘
致
罪
（
絶
対
的
）（
八
一
条
）、

③
外
患
援
助
罪
（
八
二
条
）、
④
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
（
一
〇
八
条
）、
⑤
激
発
物
破
裂
罪
（
一
一
七
条
一
項
）、
⑥
現
住
建
造
物
等
浸
害

罪
（
一
一
九
条
）、
⑦
汽
車
転
覆
等
致
死
罪
（
一
二
六
条
三
項
）、
⑧
往
来
危
険
に
よ
る
汽
車
転
覆
等
罪
（
一
二
七
条
）、
⑨
水
道
毒
物
等
混

入
致
死
罪
（
一
四
六
条
後
段
）、
⑩
殺
人
罪
（
一
九
九
条
）、
⑪
強
盗
致
死
罪
（
二
四
〇
条
後
段
）、
⑫
強
盗
強
姦
致
死
罪
（
二
四
一
条
後
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段
）
の
一
二
種
で
あ
り
、
特
別
法
は
、
決
闘
致
死
、
爆
発
物
使
用
、
組
織
的
殺
人
、
航
空
機
強
取
等
致
死
、
航
空
機
墜
落
致
死
、
人
質
殺
害

な
ど
に
つ
い
て
死
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
死
刑
は
、
刑
事
施
設
内
に
お
い
て
、
絞
首
し
て
執
行
さ
れ
る
。
ま
た
、
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
執
行
に
至
る
ま
で

刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
る
（
刑
法
一
一
条
）。
死
刑
の
執
行
は
、
法
務
大
臣
の
命
令
に
よ
り
、
こ
の
命
令
は
、
判
決
確
定
の
日
か
ら
六
ヶ
月

以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
法
四
七
五
条
）。
六
ヶ
月
以
内
と
さ
れ
た
の
は
、
憲
法
三
六
条
の
残
虐
な
刑
罰
禁
止
の
趣
旨
か

ら
、
不
当
に
長
く
死
の
恐
怖
に
さ
ら
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
６
）、
死
刑
の
確
定
判
決
か
ら
執
行
ま
で
の
平
均
期
間
は

七
年
に
達
し
て
い
る
。
な
お
、
平
成
二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
死
刑
確
定
者
の
総
数
は
九
四
人
で
あ
る
（
７
）。
各
年
の
死
刑
確
定
者
の
数
は
、
一
九

九
七
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
は
一
桁
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
四
年
以
降
は
二
桁
（
二
〇
〇
四
年
―
一
四
人
、
二
〇
〇
五
年
―
一
一

人
、
二
〇
〇
六
年
―
二
一
人
）
に
達
し
て
い
る
（
８
）。
ま
た
、
通
常
第
一
審
に
お
け
る
死
刑
の
言
渡
人
員
も
一
九
九
九
年
ま
で
は
一
桁
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
二
桁
に
転
じ
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
―
一
四
人
、
二
〇
〇
一
年
―
一
〇
人
、
二
〇
〇
二
年
―
一
八
人
、
二
〇
〇
三

年
―
一
三
人
、
二
〇
〇
四
年
―
一
四
人
、
二
〇
〇
五
年
―
一
三
人
、
二
〇
〇
六
年
―
一
三
人
（
９
））。
二
〇
〇
六
年
の
死
刑
の
執
行
数
は
四
件
で

あ
る
が
（
亜
）、
前
述
し
た
と
お
り
、
二
名
の
法
務
大
臣
が
計
二
三
名
の
執
行
を
行
っ
て
お
り
（
唖
）、
近
い
う
ち
に
年
間
執
行
数
も
二
桁
に
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
次
に
、
法
務
大
臣
が
死
刑
の
執
行
を
命
じ
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
そ
の
執
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
法
四
七
六

条
）。
死
刑
の
執
行
は
刑
事
施
設
内
の
刑
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
刑
事
収
容
施
設
・
被
収
容
者
等
処
遇
法
一
七
八

条
）、
全
国
七
箇
所
の
拘
置
所
に
刑
場
が
置
か
れ
て
い
る
。
死
刑
は
、
検
察
官
な
ど
の
立
ち
会
い
の
う
え
執
行
さ
れ
（
刑
訴
法
四
七
七
条
）、

足
下
の
床
板
を
落
下
さ
せ
る
地
下
絞
架
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
絞
首
の
後
、
死
相
を
検
し
、
五
分
を
経
過
し
な
け
れ
ば
絞
縄
を
解
い
て
は

な
ら
な
い
（
刑
事
収
容
施
設
・
被
収
容
者
等
処
遇
法
一
七
九
条
）。
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
、

一
月
二
日
、
三
日
お
よ
び
一
二
月
二
九
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
日
に
は
、
死
刑
を
執
行
し
な
い
（
同
法
一
七
八
条
二
項
）。
心
神
喪
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失
の
状
態
に
在
る
と
き
と
女
子
受
刑
者
が
妊
娠
し
て
い
る
と
き
は
執
行
が
停
止
さ
れ
る
（
刑
訴
法
四
七
九
条
）。

（
三
）
判
例
の
動
向

一
九
四
七
年
に
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
残
虐
な
刑
罰
を
禁
止
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
の
で
、
死
刑
は
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
が

争
わ
れ
た
事
件
の
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
死
刑
の
存
置
は
憲
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
た
（
娃
）。
憲
法
は
「
公
共
の
福
祉
と
い

う
基
本
的
原
則
に
反
す
る
場
合
に
は
、
生
命
に
対
す
る
国
民
の
権
利
と
い
え
ど
も
立
法
上
制
限
乃
至
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
予
測
し
て
い

る
」
と
し
、
憲
法
三
一
条
（「
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の

刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。」）
は
、「
国
民
個
人
の
生
命
の
尊
貴
と
い
え
ど
も
、
法
律
の
定
め
る
適
理
の
手
続
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
奪
う
刑
罰

を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
」
を
定
め
て
い
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
八
三
年
に
は
、
永
山
事
件
判
決
に
お
い
て
死
刑
の
適
用
基
準
が

示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、「
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
執
拗
性
・
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺
害
さ

れ
た
被
害
者
の
数
、
遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
人
の
年
齢
、
前
科
、
犯
行
後
の
情
状
等
」
が
挙
げ
ら
れ
た
（
阿
）。

最
近
の
判
例
の
動
向
を
紹
介
す
る
と
、
第
一
に
、
光
市
母
子
殺
害
事
件
の
上
告
審
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
案
は
、
一
八
歳
の
少
年
が
、

女
性
と
そ
の
生
後
一
一
か
月
の
嬰
児
を
殺
害
し
た
も
の
で
、
第
一
審
と
原
審
は
、
被
告
人
の
年
齢
と
反
省
の
情
、
計
画
性
の
欠
如
を
理
由
と

し
て
、
無
期
懲
役
を
言
い
渡
し
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

す
な
わ
ち
、
被
告
人
の
「
罪
責
は
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、
特
に
酌
量
す
べ
き
事
情
が
な
い
限
り
、
死
刑
の
選
択
を
す
る
ほ
か
な
い
」
と
し

て
、
酌
量
す
べ
き
事
情
の
有
無
の
判
断
を
求
め
て
、
高
等
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
の
で
あ
る
（
哀
）。

そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
四
月
二
二
日
に
差
し

戻
し
控
訴
審
に
お
い
て
死
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
、
被
害
者
遺
族
が
厳
罰
を
求
め
て
活
動
し
た
こ
と
や
、
被
告
人
の
証
言
が
大

き
く
変
わ
っ
た
こ
と
、
被
告
人
の
年
齢
が
一
八
歳
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
多
く
の
国
民
の
関
心
を
集
め
た
。
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第
二
は
、
滋
賀
県
の
長
浜
市
に
お
い
て
、
母
親
が
幼
稚
園
児
の
子
ど
も
の
同
級
生
二
名
を
殺
害
し
た
事
件
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
中
国
人

の
女
性
で
、
過
去
に
精
神
病
院
の
入
院
歴
が
あ
っ
た
が
、
起
訴
前
の
精
神
鑑
定
は
実
施
さ
れ
ず
、
公
判
に
お
い
て
、
弁
護
側
か
ら
の
請
求
に

よ
っ
て
精
神
鑑
定
が
実
施
さ
れ
、
心
神
耗
弱
で
あ
っ
た
と
の
認
定
が
な
さ
れ
た
。
検
察
側
は
完
全
責
任
能
力
が
あ
っ
た
と
し
て
死
刑
を
求
刑

し
た
が
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
六
日
に
大
津
地
裁
は
無
期
懲
役
を
言
い
渡
し
た
。

こ
こ
で
日
本
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
し
て
お
き
た
い
。
日
本
刑
法
三
九
条
は
、「
①
心
神
喪
失
者
の
行
為
は
罰
し
な
い
。
②

心
神
耗
弱
者
の
行
為
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
心
神
喪
失
と
は
、
精
神
の
障
害
に
よ
り
、
行
為
の
違
法
性
を
弁
識

す
る
能
力
、
ま
た
は
弁
識
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
い
場
合
を
い
い
、
心
神
耗
弱
と
は
、
そ
の
能
力
が
著
し
く
減
退
し
て
い
る
場
合
を

い
う
と
す
る
の
が
裁
判
所
の
解
釈
で
あ
る
（
愛
）。
そ
し
て
、
精
神
障
害
が
認
め
ら
れ
て
も
、
心
神
耗
弱
の
程
度
に
達
し
て
い
な
い
場
合
は
「
完
全

責
任
能
力
」
と
さ
れ
、
死
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

第
三
は
、
二
〇
〇
六
年
に
、
自
分
の
子
ど
も
を
亡
く
し
た
翌
月
に
近
隣
の
児
童
を
殺
害
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
が
、
自
分
の
子
ど
も
に

つ
い
て
も
殺
人
を
犯
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
女
性
に
対
し
て
、
秋
田
地
裁
は
二
〇
〇
八
年
三
月
一
九
日
に
無
期
懲
役
を
言
い
渡
し
た
。
精

神
鑑
定
で
は
完
全
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
た
が
、
①
犯
行
の
計
画
性
の
欠
如
と
、
②
前
科
前
歴
の
な
い
こ
と
、
③
更
生
の
可
能
性
を
評
価
し

て
死
刑
が
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
四
は
、
夫
を
殺
害
し
た
後
に
死
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
断
し
て
遺
棄
し
た
女
性
に
対
し
て
、
二
〇
〇
八
年
四
月
二
八
日
に
東
京
地
裁
は
懲

役
一
五
年
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
夫
が
高
収
入
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
夫
か
ら
Ｄ
Ｖ
（
家
庭
内
暴
力
）
を
受
け
て
い
た

こ
と
な
ど
か
ら
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
て
い
た
が
、
法
律
的
に
は
、
二
件
の
精
神
鑑
定
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
い
ず
れ
も
心
神
喪
失
と
い
う

結
果
が
出
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
は
、
被
告
人
が
精
神
障
害
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
障
害
は
「
責
任

能
力
に
は
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
八
七
年
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に
責
任
能
力
の
評
価
は
法
律
判
断
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
事
件
の
判
決
の
直
前
に
、
最
高
裁
が
精
神
鑑
定
に
関
し
て
以
下
の

よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
判
決
の
結
果
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
、
精
神
鑑
定
に
つ
い
て
、「（
鑑
定

を
）
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
認
定
す
べ
き
も
の
」
と
し
た
の
で
あ

る
（
挨
）。第

五
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
八
日
に
東
京
の
秋
葉
原
で
、
一
七
人
を
殺
傷
し
た
通
り
魔
事
件
が
発
生
し
た
。
被
疑
者
に
対
し
て
は
、
精
神

鑑
定
が
行
わ
れ
た
が
、
完
全
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
る
と
の
結
果
を
受
け
て
、
一
〇
月
に
起
訴
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
（
時
事
通
信
二
〇

〇
八
年
一
〇
月
一
〇
日
）。

こ
の
よ
う
に
、
重
大
な
殺
人
事
件
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
責
任
能
力
を
巡
る
判
断
に
注
目
が
集
ま
っ
た
一
因
と
し
て
は
、
二
〇
〇
九
年

五
月
二
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
る
裁
判
員
制
度
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
類
似
の
事
件
に
関
し
て
、
一
般
国
民
に
ど
の
よ
う
に
説
明
し
、
い
か
な
る

結
論
が
提
示
さ
れ
る
の
か
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
日
本
の
現
状
な
の
で
あ
る
。

註（
３
）
山
田
利
行
「
死
刑
制
度
の
存
廃
に
関
す
る
国
際
的
な
動
向
と
日
本
」
罪
と
罰
四
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
七
頁
。

（
４
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
六
日
。
土
本
武
司
「
死
刑
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
法
曹
時
報
五
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
頁
も
、「
国
民
多

数
の
正
義
感
、
法
的
確
信
を
ベ
ー
ス
に
す
べ
き
」
と
す
る
。

（
５
）http://hom

epage2.nifty.com
/shihai/report/071027yoyogi/report.htm

l

（
６
）
大
谷
實
「
刑
法
講
義
総
論
﹇
新
版
第
二
版
﹈」（
二
〇
〇
七
年
）
五
三
〇
―
五
三
一
頁
。

（
７
）
平
成
一
九
年
版
犯
罪
白
書
六
九
頁
。

（
８
）
同
書
五
一
頁
。

（
９
）
同
書
五
五
頁
。
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（
10
）
同
書
六
二
頁
。

（
11
）
讀
賣
新
聞
二
〇
〇
八
年
四
月
一
〇
日
。

（
12
）
最
判
昭
和
二
三
年
三
月
一
二
日
刑
集
二
巻
三
号
一
九
一
頁
。

（
13
）
最
判
昭
和
五
八
年
七
月
八
日
刑
集
三
七
巻
六
号
六
〇
九
頁
。

（
14
）
最
決
平
成
一
八
年
六
月
二
〇
日
判
時
一
九
四
一
号
三
八
頁
。

（
15
）
大
判
昭
和
六
年
一
二
月
三
日
刑
集
一
〇
巻
六
八
二
頁
。

（
16
）
最
判
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
（http://w

w
w

.courts.go.jp)

。

三
、
裁
判
員
制
度
と
死
刑

日
本
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
陪
審
制
度
の
よ
う
に
、
国
民
が
司
法
に
参
加
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
今
世
紀

初
め
の
司
法
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
〇
四
年
に
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に

関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
た
。
実
施
の
期
日
は
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
政
府
は
、
こ
の
制
度
を
二
〇
〇
九
年
五
月

二
一
日
か
ら
開
始
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
姶
）。
こ
の
制
度
は
、
国
民
が
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
も
の
で
、
被
告
人
の
有
罪
・
無

罪
だ
け
で
な
く
、
量
刑
も
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
裁
判
員
制
度
の
対
象
と
な
る
事
件
は
、
殺
人
や
強
盗
な
ど
の
重
大
な
犯
罪
で
、

六
人
の
裁
判
員
と
三
人
の
裁
判
官
が
合
議
で
評
決
を
行
う
。
評
決
は
多
数
決
に
よ
り
行
わ
れ
る
が
、
有
罪
の
判
断
に
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員

の
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
を
含
む
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
、
模
擬
裁
判
を
初
め
と
し
て
、
国
民
に
こ
の
制
度
を

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
努
力
を
関
係
機
関
は
重
ね
て
い
る
が
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
最
高
裁
が
公
表
し
た
意
識
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、

約
六
〇
％
の
人
が
参
加
の
意
向
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
約
四
〇
％
の
人
は
「
義
務
で
も
参
加
し
た
く
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
（
逢
）。
そ
し
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て
、
あ
る
模
擬
裁
判
で
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
量
刑
に
大
き
な
差
が
生
じ
た
。
事
案
は
、
統
合
失
調
症
の
男
性
に
よ
る
殺
人
事
件
で
あ
っ
た

が
、
模
擬
裁
判
を
行
っ
た
八
つ
の
裁
判
所
の
量
刑
は
、
心
神
喪
失
に
よ
る
無
罪
か
ら
、
心
神
耗
弱
に
よ
る
懲
役
一
四
年
ま
で
に
分
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
（
葵
）。

そ
こ
で
、
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
、
死
刑
の
言
い
渡
し
が
増
加
す
る
か
ど
う
か
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

様
々
な
予
測
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
最
近
の
も
の
を
紹
介
す
る
と
、
裁
判
例
と
し
て
挙
げ
た
第
四
の
「
セ
レ
ブ
妻
バ
ラ
バ
ラ
殺
人
事
件
」
に

つ
い
て
、
あ
る
新
聞
社
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
、
八
八
％
が
有
罪
と
し
、
妥
当
な
量
刑
を
「
死
刑
・
無
期
懲
役
」
と
し
た

も
の
が
四
三
％
を
占
め
、
最
も
多
か
っ
た
（
茜
）。
こ
れ
に
つ
い
て
新
聞
社
は
、「
厳
罰
を
求
め
る
意
識
傾
向
が
顕
著
に
表
れ
た
調
査
結
果
」
と
し

て
い
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
り
、
実
際
の
裁
判
員
の
参
加
形
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一

定
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
裁
判
員
制
度
が
開
始
さ
れ
た
後
の
運
用
の
実
際
に
注
目
し
た
い
。

註（
17
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
八
年
四
月
一
五
日
。

（
18
）http://w

w
w

.saibanin.courts.go.jp

（
19
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
日
。

（
20
）http://sankei.jp.m

sn.com
/affairs/trial/080429/trl10804291526003-c.htm

四
、
死
刑
廃
止
に
向
け
て
の
提
案
―
日
本
弁
護
士
連
合
会
と
国
会
議
員

日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
二
〇
〇
二
年
に
、「
一
定
期
間
の
死
刑
執
行
停
止
法
案
の
制
定
」
を
提
唱
し
、
①
死
刑
に
関
す
る
刑
事
司
法
制

（370）
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度
の
改
善
、
②
死
刑
存
廃
論
議
に
つ
い
て
の
会
内
論
議
の
活
性
化
と
国
民
的
論
議
の
提
起
、
③
死
刑
に
関
す
る
情
報
開
示
の
実
現
、
④
死
刑

に
代
わ
る
最
高
刑
に
つ
い
て
の
提
言
、
⑤
犯
罪
被
害
者
・
遺
族
に
対
す
る
支
援
・
被
害
回
復
・
権
利
の
確
立
等
を
示
し
て
、
こ
れ
ら
へ
の
取

り
組
み
を
推
進
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
（
穐
）。

国
会
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年
に
、
超
党
派
の
死
刑
廃
止
議
員
連
盟
が
「
重
無
期
刑
の
創
設
及
び
死
刑
制
度
調
査
会
の
設
置
等
に
関
す

る
法
律
案
」
を
作
成
し
た
が
、
国
会
に
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
法
案
は
、
仮
釈
放
の
認
め
ら
れ
な
い
長
期
の
自
由
刑
を
創
設
す
る
と

同
時
に
、
国
会
に
死
刑
制
度
調
査
会
を
設
置
し
て
、
そ
の
結
論
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
の
死
刑
執
行
停
止
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
（
悪
）。日

本
の
刑
罰
制
度
で
は
、
死
刑
の
次
に
位
置
す
る
の
は
無
期
刑
で
あ
り
、
無
期
刑
の
場
合
は
仮
釈
放
が
一
〇
年
で
認
め
ら
れ
る
（
刑
法
二

八
条
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
格
差
の
大
き
さ
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
死
刑
廃
止
議
員
連
盟
は
、
裁
判
員
六
名
と
裁
判
官
三
名
の
全
員
一
致
を
死
刑
判
決
の
条
件
と
す
る
特
例
法

案
と
、
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
を
創
設
す
る
「
死
刑
慎
重
化
法
案
」
を
提
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
握
）。

さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
五
月
に
は
、
死
刑
制
度
の
存
置
派
と
廃
止
派
の
国
会
議
員
が
超
党
派
の
議
員
連
盟
を
結
成
す
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ

た
。
裁
判
員
制
度
の
開
始
を
前
に
し
て
、
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
を
創
設
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
わ
け
で
あ
る
（
渥
）。

註（
21
）
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
「
死
刑
執
行
停
止
を
求
め
る
」（
二
〇
〇
五
年
）
八
八
頁
。

（
22
）
季
刊
刑
事
弁
護
三
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
二
頁
以
下
、
亀
井
静
香
「
死
刑
廃
止
論
」（
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
23
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
八
年
四
月
一
八
日
。

（
24
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
八
年
五
月
三
日
。

（371）
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五
、
世
界
の
動
向

第
一
に
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
で
、「
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
対
し
て
死
刑
を
廃
止

し
て
い
る
国
」
が
九
二
、「
通
常
の
犯
罪
に
対
し
て
の
み
死
刑
を
廃
止
し
て
い
る
国
」
一
一
、「
事
実
上
の
死
刑
廃
止
国
」
三
四
で
あ
り
、
そ

の
合
計
は
一
三
七
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
死
刑
を
存
置
し
て
い
る
国
の
数
は
六
〇
で
あ
る
（
旭
）。
そ
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
お
け
る

世
界
の
死
刑
の
執
行
数
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
一
五
九
一
人
と
さ
れ
、
中
国
で
一
〇
一
〇
人
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
五
三
人
が
執
行
さ

れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
葦
）。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
一
二
五
二
人
が
処
刑
さ
れ
、
最
多
の
中
国
の
執
行
数
は
四
七
〇
人
と
さ
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
四
二
人
、
日
本
は
九
人
で
あ
る
（
芦
）。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
が
死
刑
廃
止
法
案
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
死
刑
廃
止
州
は
一
四
に
な
っ
た
（
鯵
）。
二
〇
〇
八
年
二
月
に
は
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
最
高
裁
が
、
電
気
椅
子
に
よ

る
死
刑
は
憲
法
第
八
修
正
の
「
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
」
に
あ
た
り
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
（
梓
）。
こ
の
よ
う
に
、
死
刑
に
抑
制

的
な
流
れ
が
見
ら
れ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
二
〇
〇
八
年
四
月
一
六
日
に
、
薬
物
注
射
に
よ
る
死
刑
執
行
は
憲
法
違
反
で
は
な
い
と
判
示
し

た
。
連
邦
最
高
裁
が
審
理
を
開
始
し
た
二
〇
〇
七
年
九
月
以
降
、
同
様
の
方
式
を
採
用
す
る
三
五
州
が
執
行
を
停
止
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を

受
け
て
再
び
執
行
が
始
ま
っ
た
（
圧
）。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
死
刑
に
対
し
て
謙
抑
的
な
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
の
動
向
に
注
目
し
た
い
（
斡
）。

第
三
は
、
国
連
総
会
が
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
、
死
刑
執
行
の
停
止
を
求
め
る
決
議
案
を
賛
成
多
数
で
採
択
し
た
。
決
議
に
法
的
拘
束

力
は
な
い
が
、
死
刑
を
存
続
さ
せ
て
い
る
国
に
は
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
定
の
圧
力
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
採
決
は
、
賛
成
一
〇
四
、
反
対
五
四
、
棄
権
二
九
で
あ
っ
た
の
を
見
る
と
、
死
刑
存
置
国
は
少
数
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

（372）
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で
あ
る
か
ら
、
世
論
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
（
扱
）。

第
四
は
、
韓
国
が
死
刑
の
執
行
中
断
を
一
〇
年
継
続
し
た
の
で
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
っ
て
「
事
実
上
の
死
刑

廃
止
国
」
と
認
定
さ
れ
た
（
宛
）。

第
五
に
、
中
国
に
関
す
る
報
道
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
日
本
で
は
、
前
述
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
報
告
書

が
公
表
さ
れ
た
際
に
、「
中
国
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
控
え
、
国
際
社
会
の
批
判
を
意
識
し
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
姐
）。

そ
れ
以
前
の
も
の
と
し
て
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
に
、
収
賄
な
ど
の
不
祥
事
の
責
任
を
問
わ
れ
た
薬
品
監
督
局
長
に
対
す
る
死
刑
が
確
定
し

て
か
ら
三
週
間
で
執
行
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
虻
）。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
死
刑
の
確
定
か
ら
執
行
ま
で
の
期
間
が
長
す
ぎ
る
の
は

問
題
で
あ
る
が
、
短
す
ぎ
る
場
合
に
は
誤
判
の
と
き
の
救
済
の
可
能
性
が
低
く
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
手
当
が
必
要
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
国
で
麻
薬
密
輸
罪
に
問
わ
れ
た
日
本
人
に
死
刑
が
科
さ
れ
た
こ
と
は
日
本
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
過
程

で
中
国
の
死
刑
制
度
の
一
端
も
紹
介
さ
れ
た
。
中
国
最
高
人
民
法
院
は
、
死
刑
の
承
認
権
を
省
裁
判
所
か
ら
最
高
人
民
法
院
に
一
本
化
し
、

死
刑
の
適
用
を
抑
制
し
、
慎
重
に
す
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
（
飴
）。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
貴
州
省
に
お
い
て
、
児
童
二
三
人
に

売
春
を
さ
せ
た
教
師
に
死
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
（
絢
）。
こ
れ
ら
の
事
例
が
報
道
さ
れ
る
の
は
、
我
が
国
で
は
死
刑
が
科

さ
れ
る
の
は
、
最
近
で
は
殺
人
と
強
盗
致
死
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
綾
）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
殺
人
以
外
の
事
件
に
つ
い

て
死
刑
を
科
す
こ
と
の
是
非
が
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
審
理
さ
れ
、
殺
害
を
伴
わ
な
い
児
童
強
姦
に
つ
い
て
、
違
憲
の
判
断
が
出
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
（
鮎
）、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
六
に
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
、
一
四
年
間
に
四
八
人
を
殺
害
し
た
男
性
に
対
し
て
終
身
刑
が
科
さ
れ
た
。
ロ
シ
ア

で
は
、
一
九
九
六
年
か
ら
死
刑
が
停
止
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
最
も
重
い
終
身
刑
が
科
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
或
）。

（373）
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註（
25
）http://w

w
w

.am
nesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries

（
26
）
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
日
本

死
刑
廃
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
（http://hom

epage2.nifty.com
)

。

（
27
）
産
経
新
聞
二
〇
〇
八
年
四
月
一
五
日
。

（
28
）
産
経
新
聞
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
八
日
。

（
29
）
産
経
新
聞
二
〇
〇
八
年
二
月
九
日
。

（
30
）
讀
賣
新
聞
、
産
経
新
聞
二
〇
〇
八
年
四
月
一
八
日
。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
六
日
ま
で
に
二
四
件
が
執
行
さ
れ
て
い
る
（D

eath Penalty Inform
a-

tion C
enter[http://w

w
w

.deathpenaltyinfo.org/executions-2008])

。

（
31
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
状
況
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
註
2
）
一
八
頁
以
下
参
照
。

（
32
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
六
日
、
一
二
月
一
九
日
。

（
33
）
産
経
新
聞
二
〇
〇
七
年
一
二
月
三
〇
日
、
佐
藤
大
介
「『
実
質
的
死
刑
廃
止
国
』
へ
踏
み
出
し
た
韓
国
」
世
界
二
〇
〇
八
年
三
月
号
二
二
七
頁
以

下
参
照
。

（
34
）
産
経
新
聞
二
〇
〇
八
年
四
月
一
五
日
。

（
35
）
時
事
通
信
二
〇
〇
七
年
七
月
一
〇
日
。

（
36
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
四
月
一
四
日
、
一
〇
月
二
三
日
、
一
一
月
二
一
日
。
二
〇
〇
八
年
六
月
三
〇
日
に
も
、
麻
薬
密
輸
罪
に
問
わ
れ
た
日
本
人

男
性
に
対
し
て
、
執
行
猶
予
の
付
か
な
い
死
刑
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
（
讀
賣
新
聞
二
〇
〇
八
年
六
月
三
〇
日
）。
中
国
に
つ
い
て
は
、See, 

Zhao B
ingzhi (ed.), T

he R
oad of the A

bolition of the D
eath Penalty in C

hina, 2004.

ま
た
、
趙
乗
志
「
死
刑
廃
止
へ
の
構
想
」
鈴
木
敬
夫
編

訳
『
東
ア
ジ
ア
の
死
刑
廃
止
論
考
』
一
六
六
頁
以
下
は
、
①
死
刑
適
用
条
件
の
厳
格
化
（
具
体
的
に
は
罪
種
の
限
定
と
絶
対
的
死
刑
の
廃
止
）、
②

執
行
猶
予
の
活
用
、
③
有
期
刑
の
上
限
の
引
き
上
げ
（
中
国
の
場
合
は
通
常
一
五
年
、
併
合
罪
加
重
で
二
〇
年
ま
で
）、
④
仮
釈
放
適
用
の
厳
格
化

（
中
国
で
は
刑
期
の
二
分
の
一
経
過
後
）
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。

（
37
）
産
経
新
聞
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
一
日
。

（
38
）
平
成
一
九
年
版
犯
罪
白
書
五
五
頁
。

（
39
）
産
経
新
聞
二
〇
〇
八
年
一
月
五
日
、
六
月
二
六
日
。K

ennedy v. L
ouisiana

事
件
に
つ
い
て
は
、Death Penalty Inform

ation C
entern

﹇http://

（374）
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w
w

w
.deathpenaltyinfo.org/kennedy-v-louisiana-no-07-343

﹈)

参
照
。

（
40
）
毎
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
三
〇
日
。

六
、
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
死
刑
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
改
善
策
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
は
、
筆
者
が
以
前
に
提
案
し

た
「
少
年
や
精
神
障
害
者
に
対
す
る
死
刑
の
回
避
」
で
あ
る
。
第
二
は
、
死
刑
の
適
用
基
準
の
見
直
し
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日

本
の
最
高
裁
は
死
刑
の
適
用
基
準
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
二
〇
〇
六
年
の
判
決
で
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
日
本
で
は
問
題
と
な
っ
た
。

私
見
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
変
化
は
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
適
用
基
準
自
体
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
の
因
子
が
重
要
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
粟
）。
ま
た
、
一
九
七
四
年
に
完
成
し

た
改
正
刑
法
草
案
で
は
、「
犯
人
の
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
、
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影
響
、
犯
罪
後
に
お
け
る

犯
人
の
態
度
」
が
刑
の
適
用
基
準
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
刑
訴
法
二
四
八
条
は
起
訴
を
決
定
す
る
際
の
要
因
と
し
て
、「
犯
人

の
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
、
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後
の
情
況
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
準
に
よ
っ
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
因
子
は
異
な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
順
列
も
定
か
で
は
な
い
。
被
害
者
の
数
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
も
絶
対
的
な
基
準
で
は
な
い
。
問
題
は
死
刑
の
適
用
基
準
で
は
な
く
、
刑
の
適
用
基
準
で
あ
り
、
量
刑
の
一
般
基
準
を
確
立
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
英
米
の
よ
う
に
、
量
刑
基
準
表
や
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
袷
）。
中

国
で
は
、
量
刑
を
自
動
的
に
算
出
す
る
「
判
決
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
」
の
開
発
が
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
安
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
明

確
な
量
刑
基
準
の
制
定
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
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第
三
は
、
手
続
的
な
改
革
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
死
刑
の
確
定
か
ら
執
行
ま
で
の
平
均
期
間
は
七
年
で
あ
る
が
、
中
に
は
数
十
年

が
経
過
し
た
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
帝
国
銀
行
強
盗
殺
人
事
件
の
犯
人
と
さ
れ
た
平
沢
貞
通
は
、
死
刑
確
定
後
三
〇
年
以
上
を
拘
置
所
で

過
ご
し
、
老
衰
に
よ
っ
て
医
療
刑
務
所
で
死
亡
し
て
い
る
（
庵
）。
現
在
で
も
、
袴
田
巌
死
刑
囚
の
場
合
は
、
一
九
八
〇
年
に
死
刑
が
確
定
し
て
か

ら
、
再
審
の
請
求
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
三
月
二
五
日
に
最
高
裁
が
抗
告
の
棄
却
を
決
定
し
、
現
在
二
度
目
の
再
審
請
求
が
出

さ
れ
て
い
る
。
袴
田
巌
に
つ
い
て
は
病
状
の
悪
化
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
迅
速
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
再
審
の
請
求
だ
け
で
な
く
刑
の
執
行
停
止
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
按
）。

第
四
は
、
死
刑
を
廃
止
す
る
前
提
と
し
て
の
代
替
手
段
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
死
刑
廃
止
議
員
連
盟
は
、
裁
判
員
制
度
が
開
始
さ

れ
た
と
き
に
、
死
刑
を
言
い
渡
す
条
件
と
し
て
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
全
員
一
致
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
仮
釈
放
の
な
い
終
身

刑
の
創
設
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
全
員
一
致
と
い
う
要
件
に
関
し
て
は
、
先
に
紹

介
し
た
永
山
事
件
（
暗
）の
控
訴
審
に
お
い
て
「
死
刑
を
選
択
す
る
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
は
如
何
な
る
裁
判
所
が
そ
の
衝

に
あ
っ
て
も
死
刑
を
選
択
し
た
で
あ
ろ
う
程
度
の
情
状
が
あ
る
場
合
に
限
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
立
法
論
と
し
て
、
死
刑
の
宣
告

に
は
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
に
よ
る
べ
き
も
の
と
す
べ
き
意
見
が
あ
る
け
れ
ど
も
、、
そ
の
精
神
は
現
行
法
の
運
用
に
あ
っ
て
も
考
慮
に

価
す
る
も
の
」
と
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
れ
で
は
実
質
的
な
死
刑
廃
止
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る

と
、
今
回
の
提
案
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
廃
止
し
た

ド
イ
ツ
の
経
緯
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
も
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
刑
に
は
、
社
会
復
帰
の
希
望
も
な
く
、
非
人

道
的
で
あ
る
こ
と
と
、
死
刑
確
定
時
の
年
齢
に
よ
っ
て
不
平
等
が
生
じ
る
こ
と
な
ど
の
批
判
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
（
案
）。

そ
の
点
で
は
、
こ
れ

に
修
正
を
加
え
た
提
案
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
終
身
拘
禁
刑
を
採
用
す
る
際
に
は
、
①
改
悛
の
情
が
顕
著
で
あ
れ
ば
一
五
年
で
仮
釈

放
を
認
め
る
が
、
②
被
害
者
遺
族
の
同
意
を
必
要
と
し
、
③
三
年
間
の
社
会
奉
仕
活
動
を
義
務
づ
け
、
五
年
間
の
保
護
観
察
に
付
す
と
い
う

（376）
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も
の
で
あ
る
（
闇
）。

な
お
、
死
刑
の
代
替
手
段
と
し
て
は
、
中
国
の
死
刑
執
行
猶
予
制
度
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
今
後

の
研
究
の
進
展
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
鞍
）。

最
後
に
、
日
本
の
司
法
が
今
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に

は
犯
罪
被
害
者
の
訴
訟
参
加
の
制
度
が
始
ま
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
被
害
者
が
直
接
加
害
者
に
尋
問
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
二
〇
〇
九
年
五
月
二
一
日
か
ら
は
裁
判
員
制
度
が
開
始
さ
れ
る
。
従
来
は
、
刑
事
裁
判
に
関
わ
る
の
は
、
法
曹
三
者
（
裁
判
官
、
検
察

官
、
弁
護
士
）
と
被
告
人
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
、
一
般
国
民
で
あ
る
被
害
者
と
裁
判
員
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

問
題
が
生
じ
る
か
は
、
正
確
に
は
制
度
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
被
害
者
が
厳
し
く
被
告
人
を
追
及
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
が
影
響
を
受
け
、
処
罰
が
重
く
な
り
、
死
刑
の
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
日
本

で
は
、
各
種
の
模
擬
裁
判
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、
来
る
べ
き
大
変
革
に
備
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
際
の
運
用
の
状
況
を

注
視
し
た
い
。

さ
ら
に
、
こ
れ
に
加
え
て
、
司
法
通
訳
の
問
題
も
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
杏
）。
日
本
で
は
来
日
す
る
外
国
人
の
数
が
増
加

し
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
外
国
人
の
犯
罪
が
増
加
し
、
刑
事
裁
判
の
数
も
増
え
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
長
浜
園
児
殺
害
事
件
の
犯

人
は
中
国
人
女
性
で
あ
り
、
日
本
人
と
結
婚
し
て
い
る
の
で
一
応
日
本
語
は
堪
能
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
意
思
疎
通
に
欠
け
る
場
合
が
な

か
っ
た
か
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
に
広
島
県
で
起
き
た
女
児
殺
害
事
件
は
、
ペ
ル
ー
人
の
男
性
が
、
七
歳
の
女
子
小
学
生
に

強
制
わ
い
せ
つ
行
為
を
し
て
殺
害
し
た
上
、
そ
の
死
体
を
遺
棄
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
犯
行
の
計
画
性
が
な
い
こ
と
や

前
科
の
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
無
期
懲
役
刑
を
言
い
渡
し
た
（
以
）。
し
か
し
、
裁
判
で
は
、
被
告
人
が
日
本
語
に
堪
能
で
な
か
っ
た
た
め
に
、

被
告
人
質
問
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
通
訳
を
介
し
て
行
わ
れ
た
の
で
、
弁
護
側
か
ら
は
、「
通
訳
を
介
し
た
意
思
疎
通
が
不
十
分
だ
っ
た
」
と
主

（377）
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張
さ
れ
て
い
る
（
伊
）。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
が
被
告
の
事
件
で
は
、
法
廷
の
中
に
さ
ら
に
一
般
国
民
の
司
法
通
訳
人
が
加
わ
る
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
京
都
産
業
大
学
で
は
、
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
、
法
学
部
の
中
に
司
法
外
国
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
け
て
、
中
国
語
の
司
法
通
訳
を

養
成
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
貢
献
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
中
国
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
、
死
刑
廃
止
の
た
め
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
近
い
将
来
に
死
刑
の
廃
止
が
実
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
現
状
で
は
、
せ
め
て
死
刑
の
適
用
範
囲
を
限
定
し
、
適
用
基

準
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
の
手
続
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
差
し
当
た
り
は
、
不
当
な

死
刑
の
言
い
渡
し
を
避
け
る
た
め
の
方
策
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
模
索
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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憲
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、
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題
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年
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